
命
令
（§

 
 

） 

勧
告
（§

 
 

） 

助
言
（§

 
 

） 

報
告
徴
収
（§

 
 

） 

個人情報取扱事業者 

主務大臣（事業所管大臣） 

＜改正前＞ ＜改正後＞ 

改正後の個人情報保護法の権限の変更について 
（他の法令により事業者への報告徴収等の監督事務を地方公共団体の長等が行うこととされている場合） 

個人情報保護委員会 

事業所管大臣 
（主務大臣） 

権限委任（§44Ⅰ） 

個人情報取扱事業者 

 

個
人
情
報
保
護
委
員
会
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

権
限
の
一
元
化 

・
命
令
（§

42

） 

・
勧
告
（§

42) 
・
指
導
・
助
言
（§

41

） 
・
報
告
徴
収
（§

40

） 

・
立
入
検
査
（§

40

） 

〇 個人情報保護法の改正により、個人情報保護委員会へ権限が一元化されることとなりますが、事業所管 
  大臣に委任されない権限については、たとえそれが他の法令により報告徴収・立入検査の事務が自治体 
  の事務とされている場合であっても、同委員会が実施することとなります。 
〇 他方、事業所管大臣に委任された権限について、他の法令により報告徴収・立入検査の事務が自治体 
  の事務とされている場合は、現行と同様に自治体が実施することとなります。 

32 

33 34 34 

施行令§11 
他の法令の規定により
報告の徴収、検査、勧告
その他の監督が地方公
共団体の長が行うことと
されているとき 

 地方公共団体の長 

施行令§21 
検査等事務が事業所管
大臣に委任された場合に
おいて報告の徴収又は
検査にかかる権限が他
の法令により地方公共団
体の長が行うこととされ
ているとき 

   地方公共団体の長 
報告徴収・立入検査 

命
令
（§

 
 

） 

勧
告
（§

 
 

） 
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助
言
（§

 
 

） 

報
告
徴
収
（§

 
 

） 

・
報
告
徴
収
（§

40

） 

・
立
入
検
査
（§

40

） 

※ 条項は改正後の条項を指す 

（§77） 

（§67） 

別添１ 


